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２０２１年１１月議会・個人質問 

2021 年 11月 26日 

岡田ゆき子議員 

 

名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び

調整等に関する条例について 

―子どもたちの「おひさま」に最大限の配慮を― 

相次ぐ高層マンション建設から、子育て環境を守ることは重大な課題 

【岡田議員】通告に従い質問します。子どもの戸外での遊びは、子どもの体と心の成

長にとって重要であることは、だれもが認識していることです。「おひさま」を浴び

ながら子どもたちが遊びまわって得られる利益を、第 3者がみだりに侵害することは

許されることではありません。都心の商業地域においても、地域の必要性からこれま

でに多くの保育所、幼稚園、学校など教育施設が存在してきたことから、都心の開発

がすすめられたとしても、子どもや子育て環境への配慮があって共に街が発展してい

くことは大切なことです。 

「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」、以下

条例と呼びます。この条例は、中高層建築物を建設する際に教育施設等の日照に影響

を及ぼす場合は、事業者に対し日影の影響について特に配慮を求めています。冬至の

日の 8時から 16時までに、日影が発生する場合、当該施設の設置者との「協議」を求

めています。 

条例ができて 20年以上経過し、この条例制定により、建築紛争が当時年間、4，50

件発生していましたが、近年では 10件程度、昨年度は 2件と減っています。 

一方、リニア開業を見据え、特に都心部商業地域での中高層、超高層マンションの

建設が進んでおり、中高層マンションから子育て環境を守ることは、子育て家庭や教

育施設等運営者にとっても、重大な課題になっています。 

こうした問題に対し、名古屋市の条例にも言及しながら、中高層建築物を建設した

事業者に、厳しい判決が下された裁判がありました。裁判は結審していますが、判決

をもとに、子どもたちの「おひさま」に最大の配慮をした条例にするため、住宅都市
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局長に質問いたします。 

「協議」形骸化で日照被害防げず。幼稚園保護者が事業者を提訴 

2016 年に、中区にある幼稚園の真南に高層マンションの建設計画が持ち上がりまし

た。それは、当該幼稚園で日中のほとんどの時間を過ごす子ども達から「おひさま」

を奪うものでした。保護者と園は、日影や風害、建物による圧迫感等が子どもの発達

権や遊ぶ権利などを侵害するとして、建設計画が示される前から、日照阻害などを最

小限に抑えるよう配慮してほしいと事業者に求め、また、名古屋市子ども青少年局や

教育委員会、市長にも一緒に考えてほしいと要請もされていました。 

しかし、建設計画が明らかとなって以降、条例に基づき行われた 3回の事業者側と

の「協議」は、うち 1回は建築主からの一方的な説明会であって、その後の 2回の協

議についても、保護者と園は協議が十分されたとはいえないとの認識で、一方的な協

議の打ち切りを事業者がしないようにと、条例を所管する住宅都市局長に繰り返し要

請してきました。しかし、その後協議の場は設けられず、建築確認申請が受理され、

マンション建設が始まりました。 

当該幼稚園はマンションによる新たな日影から、日中の日照時間を確保するために、

やむを得ず園の敷地内にあった建物を取り壊す判断をされました。その後、マンショ

ンは完成し、園庭には日影が増え、子どもの園庭遊びに影響を与える結果となりまし

た。保護者は、新たな日影に対し慰謝料、園内の建物の取り壊し費用の支払いを求め

て裁判所に訴える決断をされました。 

「条例趣旨にそった協議とはいえない」―判決で問われる、市の対応 

提訴から 3年経過した今年 3月 30日に判決が下され、当該幼稚園側が求めていた、

日照を確保するために、やむなく財産である建物を取り壊した費用の支払いを事業者

に命じるものでした。双方とも控訴せず、判決は確定しました。 

条例は「教育施設等に、日影となる部分を生じさせる場合には、日影の影響につい

て特に配慮し、当該施設の設置者と協議しなければならない」としています。 

判決では、本条例について「良好な近隣関係を保持し、健全で適切な住環境の保全

及び形成に資することを目的として」いるものであり、「教育施設等を生活の場とす

る幼児、児童等の心身の育成にとって日照が重要であり、紛争になりやすいことから、
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できる限り配慮を事業者に求めるもの」と説明しています。 

さらに「協議」については、判例は「単なる説明にとどまらず、当該施設の設置者

らとの協議、話し合いを行うこと」だとし、その内容は「日照確保の重要性に鑑み、

児童らへの影響について話し合いをすることで、より実効性のある対応策を『協議』

することが求められている」と指摘しています。 

この事案の交渉過程についても、判決で触れられており、「条例の趣旨にそった『協

議』であったとはいえない」と断言しています。それは、「協議」が「建設業者目線

で考えた日照阻害緩和策の説明をするもので、それ以上の対応を検討することを拒否」

していたから、としています。その間、保護者・園は、住宅都市局に繰り返し「協議」

の再開、継続を求め、建築確認申請書を受け取らないでほしいと何度もお願いに行っ

たといわれています。 

裁判所の指摘を考えれば、名古屋市が、条例に基づき事業者に対し保護者・園側と

真摯な協議を行うように十分対応をもとめたのかが問われています。 

条例の「協議」はどういうものか。判決への受け止めは 

【岡田議員】住宅都市局長にお聞きします。名古屋市の条例に書かれている「協議」

はどういうものですか、判決は形式的な話し合いではだめだという指摘だと思います

が、この判決の受け止めも合わせて答弁を求めます。 

単なる説明でない、話し合いを求めるもの。協議で解決に至らず残念（局長） 

【住宅都市局長】「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関す

る条例」では、中高層建築物の建築により教育施設等の日影となる部分を生じさせる

場合、建築主等は日影の影響について特に配慮し、当該中高層建築物の建築の計画に

ついて教育施設等の設置者と協議を行うよう義務付けております。 

条例でいう協議は、教育施設等の日照等について互いの立場を尊重しつつ、話し合

いを行うことが基本となり、単なる説明にとどまらない話し合いを求めるもので、広

くリーフレット等で周知を図っております。 

先の判決でも、子どもの権利条約や児童福祉法の趣旨に触れ、子どもらの権利につ

いて、十分な配慮を行うことが必要なこととされたところでございます。 

本市としては再三双方に働きかけを行い、十分に協議を行うよう求めてきたところ
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ですが、協議での解決に至らなかったことは残念に思っております。 

判決を重く受け止め、「日照への配慮」踏み込んだ検討を 

【岡田議員】自身の権利を主張できない子どもたちにかわり、大人がその代弁者でな

ければなりません。保護者や園が、建設計画があると知った時、子ども青少年局、教

育委員会、市長にも相談に訪れ、子どもの生活の場に影響があるので、どうしたらよ

いかと相談に訪れていました。しかし、「寄り添ってもらえなかった」というのが、

皆さんの強い印象だったといわれています。 

判決文には、子どもの権利条約、児童福祉法、幼稚園教育要領についても引用し、

繰り返し「児童の最善の利益が保障されなければならない」としています。これまで

の紛争裁判の中で、子どもの最善の利益に言及した判決が出たことは、画期的なこと

であります。それだけ、都心の開発においても、子どもの権利は守られることを、何

人も念頭に置くことを重要視しているもので、重く受け止めるべきです。2020 年には

名古屋市は、なごや子ども条例を改定し、権利条例として子どもの権利を擁護する立

場も明確にしています。 

建築主に対し、教育施設等の日照に配慮が必要だと求めるうえで、子どもの権利に

関する法令、「なごや子どもの権利条例」等について、周知に努めるなど、住宅都市

局として日照への配慮に関し踏み込んだ検討をされることを求めます。住宅都市局長

に答弁を求めます。 

判決も参考に、条例の適切な運用に努めたい（局長） 

【住宅都市局長】本市では、教育施設等を生活の場とする幼児、児童などの幼少期の

心身の育成にとって日照が重要であることに鑑み、教育施設等の日照に配慮した計画

となるよう協議を義務付けております。これは他都市と比較しても建築主に対して、

丁寧な対応を求めているもので、政令市でこの規定を定めているのは本市のみでござ

います。 

 また、当事者間での協議で解決しない場合には、双方の申し出に基づき、市による

斡旋や、建築紛争調停委員による調停の制度を設けております。 

 今回の判決も参考としつつ、今後とも中高層紛争予防条例の適切な運用に努めてま

いりたいと考えております。 
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条例の趣旨に沿って指導してきたか（再質問） 

【岡田議員】建築紛争予防条例について、再度、住宅都市局長にお聞きします。答弁

では、協議とは、「単なる説明」にとどまらない…話し合い」であるといわれました。

しかし、判決では、条例の趣旨に沿った「協議ではなかった」と指摘しているのです

が、この事案に関しても趣旨に沿って指導してきたという認識ですか。 

趣旨に沿って建築主に指導してきた（局長） 

【住宅都市局長】私どもは、ご質問の案件についても、条例の趣旨に沿って互いの立

場を尊重し、協議するよう建築主に対し指導してまいりました。その間、文書でのや

り取り、対面でのやり取りなど約４か月半にわたり、双方で協議が行われてきたとこ

ろでございます。 

 しかしながら最終的には協議がまとまらず、条例に基づく斡旋や調停の申し出もな

いまま、訴訟に至ってしまったことについては、残念なことと考えております。 

「協議」の定義を条例に明記すべきだ（再々質問） 

【岡田議員】4 か月半の間に協議はしたと言われるけれど、判決では協議の中身を指

摘されているのであって、今後、判決を生かすのであれば、紛争にならないために何

を教訓とするかがこの裁判を通して問われていると思います。 

判決を引用すれば、協議とは、「保育の具体的なカリキュラムの実施状況などを踏

まえ」、子どもたちの「園庭における遊び」の「時間帯に、日照があることが重要で

ある」ということを理解した上で、「十分に配慮した建築計画」に近づけていくため

の協議だと、そこが、事業者に伝わっていなかったのではないかと思うのです。 

判決が、市に対して直接ではなかったにしろ、「協議」の中身に踏み込んだものだ

ったということは重く受け止めなければ、紛争を予防することは難しいと思います。 

そこで、「協議」について、その内容が事業者によりわかるように、例えば、「子

どもに日影が与える影響を関係者から実情を聞き、対応策を話し合う」等、協議の「定

義」を条例に明記するべきではないかと考えます。再度答弁を求めます。 

条例の趣旨を踏まえ、適切に運用していきたい（局長） 
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【局長】繰り返しにはなりますが、条例には教育施設等に日影を生じさせる場合は、

日影の影響について特に配慮し、中高層建築物の計画について、教育施設等の設置者

と協議しなければならないことが明記されており、引き続きこの条例の趣旨を踏まえ

適切に運用してまいりたいと考えております。 

条例・要綱を充実すべき。子どもの最善の利益を守ってこそ街は発展する（意

見） 

【岡田議員】名古屋市のこの条例が、日影が教育施設にかかる場合は協議をしなさい

と事業者に求める点では、政令市で唯一の条例だと私も思っていますし、この条例自

体優れていると思います。ただ、形骸化しないようにというのが、今回の裁判の指摘

ではないかと思うのです。 

今回の裁判の判決は全国でも注目されたのは、改めて、子どもの最善の利益を保障

するために、紛争を防止するための調整役としての行政の役割が求められているとい

うことだと思います。 

「今回の判決も参考にして運用していく」と局長いわれましたが、条例の中身や要

項についても充実を求めていきたいと思います。 

部分適切、全体不適という言葉があります。マンション一棟が立地として良くても、

子育て環境を壊してしまっては、結局マンションがなかなか売れないということにな

ってしまっては、元も子もありません。 

周りの環境、子育てに温かい街づくりがされれば、自然とマンションにも人を呼び

込む条件にもなるのです。子どもにおひさまという最善の利益がまもられる名古屋の

街づくりでこそ、人口も増え街が発展するという事を、強く指摘します。 
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障害者・高齢者施設における一人夜勤の解消につい

て 

「施設職員の９割が一人夜勤」。市として実態把握すべき 

【岡田議員】次に、障害者・高齢者施設における一人夜勤について、健康福祉局長に

質問します。 

牛丼チェーン「すき家」で、夜間帯を一人で店の切り盛りをする「ワンオペレーシ

ョン」ワンオペの過酷な労働実態が社会問題となり、労働環境に関して国会でも、と

りあげられてきました。また、高齢者グループホームで一人夜勤中に火災が発生し、

対応が遅れたことで多くの高齢者が亡くなった事故を受け、スプリンクラー設置等設

備の見直し等がされた経過があります。 

しかし、障害者・高齢者施設では、現

在もなお、一人夜勤が当たり前のように

行われています。昨年 11月、市内の障害

者施設で一人夜勤をしていた従業員が勤

務中に倒れ、朝、発見された時には亡く

なっているという事故が起きました。こ

のことをきっかけに、福祉・医療労働者

団体が、障害者・高齢者施設で働く人の

「夜勤実態アンケート」を実施されまし

た。 

アンケートの結果、すべての時間を一

人で夜勤していると答えた人は 56.6％、

一部の時間帯でも 1人で夜勤をすると答

えた人は 37.4％、合わせて 9割の人が一

人夜勤を行っているという回答でした。

また、労働者が「仕事を辞めたい」と思

う理由で 2番目に多いのが「夜勤がつら

い」ことを理由に挙げており、人材確保

夜勤に関して、あなたのヒヤリハット 

事例を教えてください（抜粋） 

・コールが重なって、対応しきれない事が毎回ある。 

・看護師が 1 人なので、急変者が複数でると、対応

できない。 

・複数の利用者様からのトイレ介助の呼び出しが同時

にあったり、居室に入っての介助中に歩行が不安定

で介助が必要な利用者様が廊下に出て来た。 

・センサー使用患者が同時になった時。優先順位を考

えたり走って別フロアへ行かなければならない。 

・センサーを跨いで歩いて居室から出て来た後に転倒 

・トイレで転倒した。 

・休憩がないので一息つく事が出来ない 

・利用者の転倒や骨折、徘徊や立ち上がりなど 

・同時に 4 人程の利用者のトイレ介助中に不穏な利

用者が怒りながら出てきて対応に慌てた事 

・イライラして、利用者に手を上げそうになった 

・コールが重なり転倒、暴力のある利用者を一人で対

応しきれず傷ができる 

・ナースコールが何件か重なる時があり、朝では 5

～6 件重なった時は恐怖を感じる 

・何度も用事なくナースコールを鳴らす利用者様を叩

きそうになる。 

・救急搬送の場面、最近では急な発熱の場面 

・夜中にてんかん発作の対応を一人で行った。 

・利用者が夜間に外に出てしまった。 

・夜間休憩時間中(1 人勤務)に障害者が脱走した。 

・ワンオペ夜勤なので、転倒等の事故に即対応出来な

い時が多々在る事。 
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の点でも、夜勤の労働環境の改善は重要であること

を示す結果でした。 

自由記載には「利用者対応中、転倒リスクのある

利用者のコールが鳴り、すぐ対応できなかった」「転

倒などの事故に即対応できないことが多々ある」「3

人のコールが同時に鳴り、転倒リスクのある人のト

イレ対応を優先し、危険度が低い人は対応を後回し

にする選択をしなければいけない、運に任せるしかないということが日常茶飯事」な

どなど、従業員にとっても利用者にとっても一人夜勤の解消は急務であるといえます 

実際、一人夜勤で従業員が亡くなった事案があったわけですが、市内の障害者・高

齢者施設の一人夜勤の実態把握は必要ではないでしょうか。健康福祉局長に答弁を求

めます。 

福祉団体との懇談等で把握。国に要望していきたい（局長） 

【健康福祉局長】障害者・高齢者を支援していく中での様々な課題については、現状、

福祉関係団体との懇談会の場における意見交換等を通じて把握しているところでござ

います。 

 引き続きこうした場を通じて把握した当事者の声をしっかり受け止めるとともに、

必要な要望については国に対しても伝えてまいりますのでご理解賜りたいと存じます。 

市独自の支援も必要 

【岡田議員】一人夜勤を解消する意義は 3つあると思います。一つは働く人を守ると

いう理由。2つは利用者の安全を守る、3つ目は離職防止になるということです。離職

防止や定着支援等、職場の紹介リーフの作成など名古屋市も懸命にされていることは

承知していますが、さらに、国に対して夜勤の複数配置が可能な報酬体系にするよう

強く求めることと同時に、現在の一人夜勤を改善するために、「夜間複数体制に特化

した市独自の支援」が必要ではありませんか。答弁を求めます。 

市独自の補助事業の活用を（局長） 

【健康福祉局長】社会福祉施設等の人員配置基準は、本来、法制度の枠組みの中で対
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応するべきものと考えており、事業者が人員配置基準を遵守できるような報酬体系を

作ることについても重要であると認識しております。 

 こうした認識のもと、本市といたしましても、適正な報酬の設定については、国に

対して要望しているところでございます。 

 また、社会福祉施設等におきましては、施設の規模に応じた人員配置基準が設定さ

れており、基準に沿った適切な配置となるよう指導を行っております。 

 さらに、障害者グループホームについてはその運営等に必要な経費に対する本市独

自の補助事業を様々実施しており、基準以上の職員を配置した際にかかる経費につい

て活用いただけるものもございます。 

 引き続き、これらの取り組みを実施するとともに、国に対し、適正な報酬体系とな

るよう要望を続けていくことで、社会福祉施設等の安定的な運営へとつなげてまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

人材定着に向け、一人夜勤解消に特化した支援制度の検討を（要望） 

【岡田議員】一人夜勤の解消は、根本には法制度の枠組みの拡充は必要と思います。

特に障害者グループホームのニーズは高くなっていますし、障害の重い人の暮らす場

としての位置づけも高まっています。しかし、そもそも障害者グループホームの夜勤

人員配置基準がないことが大きな問題です。夜勤体制加算だけでは、一人夜勤の確保

でも精いっぱいと言いうのが実情の声です。結局、複数体制は、事業所の持ち出しや

職員の過重労働に依拠せざるを得ない、結果、紹介したような夜間の実態があるとい

うことなのです。 

名古屋市の独自の運営費補助制度の紹介をされました。この補助は人件費でも運営

費でも活用できるという自由度を持ったもので、これ自体は優れていると思います。

一方、辞めたい理由に、一人夜勤がつらいということを考えれば、夜勤に焦点を当て

た市の独自策で、安心して働く環境を作ることにもなり、人材の確保、定着につなが

るので、検討を改めて求めたいと思います。夜間支援体制問題は重要な課題として、

引き続きとりあげていきたいと思います。 

 


